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審議事項

静岡県本人確認情報等保護審議会条例及び静岡県本人確認情報の

利用及び提供に関する条例の一部改正について

（市町行財政課）

１ 住民基本台帳法改正の概要

マイナンバーカード・公的個人認証(電子証明書)は、「住民票」を基礎とした制度であ

るが、国外転出時に住民票は削除されるため、国外転出者についてはマイナンバーカー

ド等の利用ができない状況にあった。

国外転出者も継続してマイナンバーカード等の利用を可能とするため、「戸籍の附票」

(国外転出後も利用可能)を個人認証の基盤として活用する法改正が行われた。

２ 法改正による影響

法改正に伴い、住民基本台帳ネットワークシステム（以下「住基ネット」という。）に

おいて、「戸籍の附票」に記載のある氏名、住所、性別、生年月日、性別及び住民票コー

ドの情報(以下「附票本人確認情報」という。)の提供機能が実装されることとなった。

本人確認事務において、国外転出者に限り附票本人確認情報の利用及び提供が可能と

なる。

これに伴い、以下の条例について一部改正する必要がある。

３ 条例改正の概要

(1) 静岡県本人確認情報保護審議会条例

本人確認情報の保護を目的に設置されている審議会の調査審議等の対象に附票本人

確認情報も含まれることとなった。

これに伴い、当該審議会の組織及び運営に関して定めている本県の条例についても

一部改正を行う。

(2) 静岡県本人確認情報の利用及び提供に関する条例

本人確認情報と同様に、附票本人確認情報の利用及び提供について、本条例で定め

ることになる。また、本人確認情報の利用及び提供について状況を公表することとな

っていることから、今回の改正により、附票本人確認情報についても、その公表対象

に含まれることになるため、本県の条例の一部改正を行う。

４ 条例改正のスケジュール（案）

事 務 12月 １月 ２月 ３月

本人確認情報保護審議会

県議会定例会への条例案上程

●

●
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令和元年５月31日に「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向
上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術
の利用に関する法律等の一部を改正する法律(デジタル手続法)」が公布され、住民基本
台帳法等が改正された。

・国外転出届時に希望者は市町村窓口にて継続利用手続を行うことでマイナンバー
 カード、公的個人認証(電子証明書)を国外で継続利用可能とする。
・国外転出後もマイナンバーカード、公的個人認証を新規発行することを可能とする。
・上記を実現すべく、国外転出後も利用可能な戸籍附票を個人認証の基盤として活 
 用し、戸籍附票に記載された氏名、住所、生年月日、住民票コード等の情報の附票
 本人確認情報として管理を行う。
・また、求めに応じ、附票本人確認情報の提供を行う。

法改正の概要

背景

法改正の内容

国外転出者によるマイナンバーカード・公的個人認証の利用関係　改正概要

○　マイナンバーカード・公的個人認証は、住民票を基礎とした制度。住民票は国外転出時に消除されるため、
　国外転出者は利用できない現状

○　国外に長期滞在する日本国民が増加

○　デジタル化の進展により、官民のオンライン手続が多様化しており、国外転出者についてもインターネット上
　で確実な本人確認を行うニーズの高まり

＜参考＞・国外に滞在する日本国民　約135万人（平成29年）
　　　　　　※住民基本台帳法制定時の昭和40年代前半と比較して約４倍
　　　　・年間に出国する日本国民　約17万人（平成29年）

例）・マイナポータルの利用　・年金の現況届等の手続もオンラインで可能に
　　・将来的には在外投票におけるインターネット投票

改正の背景

国外転出後も利用可能な「戸籍の附票」を個人認証の基盤として活用し、
　　　　　国外転出者によるマイナンバーカード・公的個人認証(電子証明書)の利用を実現

①　戸籍の附票の記載事項の追加
【現行】氏名・住所⇒【改正後】４情報・住民票コード

②　附票ネットワーク(仮称)の構築
　ⅰ）国の機関等に対し、国外転出者の本人確認情報を
　　提供
　ⅱ）国外転出者のマイナンバーカード・公的個人認証
　　の発行等に本人確認情報を利用

住民基本台帳法の一部改正

①　国外転出者に対する電子証明書
　発行の実現
　ⅰ）附票管理市町村長を経由してJ-LISが発行
　ⅱ）国外転出時の特例(最終住所地市町村長を経由し
　　て発行することで国外転出しても継続有効等)

②　国外転出者の電子証明書の執行
　事由の整備
　ⅰ）附票ネットで死亡等を覚知した場合に執行

公的個人認証法の一部改正

①　国外転出者に対するマインナン
　バーカード発行の実現
　ⅰ）附票管理市町村長が発行
　ⅱ）国外転出時の特例(最終住所地市町村長が記載事
　　項変更を行うことで国外転出しても継続有効)

マイナンバー法の一部改正
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①戸籍の表示             ⑤出生の年月日   
②氏名                ⑥男女の別
③住所
④住所を定めた年月日            

①戸籍の表示              ⑤出生の年月日
②氏名                 ⑥男女の別
③住所(国外転出者の場合、その旨)     ⑦住民票コード
④住所を定めた年月日          
 (国外転出者の場合、転出の予定年月日)

戸籍の附票の記載事項について

現行の記載事項

改正後の記載事項

住基都道府県
代表端末・業務端末

制度改正に伴うシステムの観点での変更点

住基都道府県
サーバ

附票都道府県
サーバ

市町村
CS

統合
端末

業務
AP

附票
AP

情報
提供
AP

附票情報
提供AP

OS等

業務
AP

附票
AP

情報
提供
AP

附票情報
提供AP

OS等

業務
AP

附票
AP

情報
提供
AP

附票情報
提供AP

OS等

住基全国
サーバ

附票全国
サーバ

公的個人認証
システム カード管理

システム

情報提供
サーバ関係省庁

制度改正の内容を実現するため、附票全国サーバ、附票都道府県サーバの新規構築をする。
また、市町村においては既存の市町村CS上に新APを導入する。

住基ネット専用回線

都道府県 市町村

機構

【凡例】

新設

既設

業務AP：本人確認情報を主に扱うAP
附票AP：附票本人確認情報を主に扱うAP
情報提供AP：情報提供業務を行うAP
附票情報提供AP：附票情報提供業務を行うAP

新規構築

アプリケーション改修

戸籍附票
システム

既存住基
システム
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附票本人確認情報の利用及び提供について

（市町行財政課）

１ 概要

住民基本台帳法等の改正により、国外転出後も利用可能な「戸籍附票」を個人認証の基盤

として活用することとなった。

従来は、住民票のみを個人認証の基盤としていたため、国外転出した場合に本人確認情報

は住民票とともに消除されていた。

今回の改正により、戸籍の附票の記載情報を附票本人確認情報として管理を行うことにな

り、本人確認情報の提供を行う既存の情報提供機能と同様に、附票情報提供機能が実装され、

国外転出者の４情報検索などが可能となる。

２ 附票本人確認情報の項目

※ 附票本人確認情報は戸籍附票を基礎とした情報であり、戸籍を持たない外国籍の住民に

ついては対象外となる。

３ 附票本人確認情報で確認できる情報
附票本人確認情報の利用により、国外転出者の４情報(氏名、生年月日、性別、住所)を確
認できるほか、国外転出後の戸籍の届出に基づく氏名等の変更状況や国外転出後の生存状況
(生存・死亡)の確認ができる。

４ 附票本人確認情報の利用及び提供に係る調査
附票本人確認情報を利用するためには、「静岡県本人確認情報の利用及び提供に関する条
例」の改正が必要となる。
附票本人確認情報を利用する事務について、調査を行った結果、複数の所属で利用できる
事務が挙げられたが、現時点では利用する見込みがないため、事務の追加は見送る。

（参考）調査の結果
附票本人確認情報を利用できる見込みのある事務については以下のとおり。

全国の状況などを確認しつつ、以下の事務について国外転出者の状況を確認する必要が発

生した場合に、事務の追加を検討する。

項 目 附票本人確認情報の項目 説 明

４情報

氏名 戸籍附票に記載された氏名

出生の年月 戸籍附票に記載された出生の年月

性別 戸籍附票に記載された性別

住所
戸籍附票に記載された住所

国外転出者は、国名等を分かる範囲で記載

付随情報
附票本人確認情報状態区分

【国外転出者の状態区分】

現存(国外)、消除(国外)、死亡等(国外)
異動年月日 戸籍附票に記載された異動年月日

その他 個人番号
番号利用法等で認められた場合で、照会時に個

人番号を請求した場合のみ提供

所 属 対象事務 概 要

地域福祉課 戦傷病者手帳 JR乗車券の申請時に生存状況を確認。
介護保険課 介護支援専門員資格 修学資金の返還等の対象者の生存状況を確認。

教育厚生課 退隠料給付 退隠料の給付を受けている者の生存状況を確認

高校教育課
教育資金・奨学金 教育資金・奨学金の返還等の対象者の生存状況を確認。

修学資金 修学資金の返還等の対象者の生存状況を確認。
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第○号議案

静岡県本人確認情報保護審議会条例及び静岡県本人確認情報の利用及び提供に関する条例の一部を改

正する条例

（静岡県本人確認情報保護審議会条例の一部改正）

第１条 静岡県本人確認情報保護審議会条例（平成14年静岡県条例第44号）の一部を次のように改正する。

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。

（静岡県本人確認情報の利用及び提供に関する条例の一部改正）

第２条 静岡県本人確認情報の利用及び提供に関する条例（平成20年条例第20号）の一部を次のように改正

する。

改正前 改正後

静岡県本人確認情報保護審議会条例

（趣旨）

第１条 この条例は、住民基本台帳法（昭和42

年法律第81号）第30条の40第３項の規定に基

づき、静岡県本人確認情報保護審議会（以下

「審議会」という。）の組織及び運営に関し必

要な事項を定めるものとする。

静岡県本人確認情報等保護審議会条例

（趣旨）

第１条 この条例は、住民基本台帳法（昭和42

年法律第81号）第30条の40第３項（法第30条

の44の12において準用する場合を含む。）の規

定に基づき、静岡県本人確認情報等保護審議

会（以下「審議会」という。）の組織及び運営

に関し必要な事項を定めるものとする。

改正前 改正後

静岡県本人確認情報の利用及び提供に関

する条例

（趣旨）

第１条 この条例は、住民基本台帳法（昭和42

年法律第81号）第30条の15第１項の都道府県

知事保存本人確認情報（以下「都道府県知事

保存本人確認情報という。）の利用及び提供に

関し必要な事項を定めるものとする。

（本人確認情報の利用及び提供の情報の公表）

第５条 知事は、少なくとも毎年度１回、法第

30条の15第１項及び第２項の規定による都道

府県知事本人確認情報の利用及び提供に関す

る状況について、インターネットの利用その

他の方法により公表するものとする。

静岡県本人確認情報等の利用及び提供に

関する条例

（趣旨）

第１条 この条例は、住民基本台帳法（昭和42

年法律第81号）第30条の15第１項の都道府県

知事保存本人確認情報（以下「都道府県知事

保存本人確認情報という。）並びに法第30条の

44の６第１項の都道府県知事保存附票本人確

認情報（以下「都道府県知事保存附票本人確

認情報」という。）の利用及び提供に関し必要

な事項を定めるものとする。

（本人確認情報等の利用及び提供の情報の公

表）

第５条 知事は、少なくとも毎年度１回、法第

30条の15第１項及び第２項の規定による都道

府県知事本人確認情報並びに法第30条の44の

６第１項及び第２項の規定による都道府県知
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備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附 則

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及

び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律（令

和元年法律第16号）附則第１条第10号に掲げる規定の施行の日から施行する。

事保存附票本人確認情報の利用及び提供に関

する状況について、インターネットの利用そ

の他の方法により公表するものとする。
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(案)

令 和 ５ 年 12 月 日

静岡県知事 川勝 平太 様

静岡県本人確認情報保護審議会

会長 岡村 真央

静岡県本人確認情報保護審議会条例等の一部改正について(答申)

令和５年12月 11 日付け地市第 634 号により諮問のあったこのことについて、

慎重に審議した結果、以下の条例の改正が適当であることを認めます。

１ 対象となる条例

(1) 静岡県本人確認情報保護審議会条例

(2) 静岡県本人確認情報の利用及び提供に関する条例
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